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院
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田
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季
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出
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国
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専
用
医
療
ツ
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リ
ズ
ム
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院
を
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ぐ
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神
奈
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県
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ら
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望
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対
す
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対
し
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紙
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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
外
国
人
専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
を
め
ぐ
る
神
奈
川
県
か
ら
の
要
望
に
対
す
る
政

府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
要
望
」
に
関
し
、
「
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
三
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
踏
ま
え
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
「
医
療
ツ
ー
リ
ズ

ム
」
が
地
域
医
療
に
支
障
が
生
じ
な
い
範
囲
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の

確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
民
間
の
医
療
機
関
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も

の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
医
療
法
第
一
条
に
反
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
日
本
人
に
対
す
る

保
険
診
療
を
行
わ
な
い
と
公
言
し
、
外
国
人
専
用
病
床
の
み
を
有
す
る
外
国
人
専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
の
開
設
申
請
」

が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
医
療
法
第
七
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
の
適
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の



 

２ 

 

規
定
に
よ
る
診
療
に
応
ず
る
義
務
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
基
づ
く
義
務
を
適
切
に
履
行
し
た
上
で
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
皆
保
険
制
度
と
の
整
合
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

四
で
御
指
摘
の
「
そ
の
病
院
が
、
普
段
は
原
則
日
本
人
を
対
象
と
し
な
い
な
が
ら
、
当
該
医
療
圏
に
お
け
る
日
本
人
の
救

急
医
療
の
一
端
の
み
担
う
と
し
た
場
合
」
並
び
に
五
で
御
指
摘
の
「
皆
保
険
制
度
の
綻
び
の
拡
大
」
及
び
「
地
域
医
療
構
想

並
び
に
皆
保
険
制
度
に
深
刻
な
悪
影
響
が
生
じ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
医
療
法
第
七

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
病
院
の
開
設
の
許
可
の
申
請
等
に
対
し
、
都
道
府
県
知

事
は
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
そ
れ
以
外
の
者
が
行
う
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
は
、
前
三

項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
施
設
の
構
造
設
備
及
び
そ
の
有
す
る
人
員
が
第
二
十
一
条



 

３ 

 

及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
並
び
に
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
要

件
に
適
合
す
る
と
き
は
、
前
三
項
の
許
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
法
第
一
条

の
三
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
踏
ま
え
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
同
法
第
三
十
条
の
十
一

に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
、
地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
た
取
組
、
医
療
従
事
者
の
確
保
の
た
め
の
取
組
等
に
よ

り
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
八
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て
は
、
持
ち
回
り
方
式
に
よ
り
開
催
す
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と

し
て
議
事
概
要
は
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

た
だ
し
、
例
外
的
に
、
構
成
員
の
活
動
報
告
等
の
情
報
共
有
の
み
を
目
的
と
し
、
政
策
立
案
に
係
る
議
論
を
行
わ
な
い
場

合
等
に
は
、
議
事
概
要
を
作
成
せ
ず
、
配
布
資
料
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
事
例
が
あ
る
。 

 
 

な
お
、
御
指
摘
の
「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
・
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
渡
航
支
援
企
業
の
認
証
及
び
渡

航
受
診
者
受
入
医
療
機
関
の
外
国
へ
の
情
報
発
信
に
関
す
る
考
え
方
―
医
療
渡
航
支
援
企
業
認
証
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
―
」
等

の
公
表
の
た
め
に
開
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
際
、
個
別
の
民
間
企
業
や
医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
を
踏
ま
え
た
議
論
が
行



 

４ 

 

わ
れ
た
た
め
、
当
該
情
報
に
つ
い
て
は
非
公
表
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
議
事
概
要
を
作
成

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 


